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家庭生活援助におけるレスパイトサービスの研究

―FSC昂･3年間の実践を通して―

A  S t u d y  o f  R e s p i t e  S e r v i c e  i n  F a m i l y  S u p p o r t

―Based on 3 year Experience in FSC "SUBARU"―
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はじめに

近年のノーマライゼーション思潮の高まりは､

障害福祉施策を施設収容中心から､地域生活援助

中心へ と変えようとしている｡障害をもつ人の生

活を特別な施設の中ではなく､地域社会の中での

当たり前の生活として援助しようという地域福祉

の考え方は､障害をもつ本人やその家族から支持

され､その実現が強く望まれている｡

しかし､国の障害福祉予算は､その8割が施設

に投下されており､地域福祉関係に使われている

のはわずかに2割という調査もあり､地域福祉と

いう理念を実現するための福祉施策の整備は遅れ

ているといわざるをえないO

地域福祉の施策としては､日中の活動の場とな

る適所施設や生活の場となるグループ ホー ムな

ど､障害をもつ本人のためのサービスが整備され

てきた｡

ところで､地域で生活する障害をもつ人の大多

数は自宅で家族と一緒に生活しているO障害をも

つ人の生活のほとんどは家族､とりわけ母親によ

って支えられている｡この生活の基盤となる家族

との生活を援助するサービスは､現在最も未整備

といえる.レスパイ トサービスは障害をもつ人と

その家族の生活を援助するサービスとして注目さ

れているのである｡

第 1章 レスパイ トサービスのコンセプ

ト

｢レスバイ ト(respite)｣とは､｢(仕事 ･苦痛な

どの)一時的休止､ひとやすみ､休息期間｣とい

う意味がある.レスパイ トサ-ビスは､家庭での

介護者が介護疲れから回復するための一時預かり

を行うサービスとして､イギリス､カナダ､アメ

1)カなど欧米では既にポピュラーなサービスで､

日本でもここ4- 5年このサービスを行う事業所

ができてきた｡

私たち FSC(ファミリ-サポー トセンター)

昂では､平成 4年度からレスパイ トサービスの提

供を開始したOその理由は､次の2つのエピソー

ドに代表される｡

1.｢障害をもつこの子と1年に10日離れて暮 ら

せたら､わたしもっと良い母親になれる｡｣障害

をもつ学齢期の子どもを育てる母親の一人は､

その家庭生活がもつ息の抜けない高い緊張感を

こういう言葉で表現している｡日常の介護から

解放されてリフレッシュすることが､親子関係

や家庭生活を良好に保つために必要であること

を示している｡

2. 通園施設 ｢-p-キッズ｣では､年に1回､

親の付き添いなしで宿泊経験をする ｢お泊り保

育｣を実施している｡この主旨は､子どもの生

活経験を広げるということであるが､2次的な

結果として親を子育てから一晩解放することに

なる｡この行事は､保護者からは､ 2次的な意

味での評価が高い｡ここからは､そのことを主

目的としたサービスの必要性を保護者が感じて

いることが理解できる｡

これらのエピソー ドから､当初レスパイ トサー

ビスのコンセプトは､次のようなものであると考

1)社会福祉法人 晶 2)長野大学
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えた｡

｢レスパイ トサービスとは､障害児 (者)をもつ

親 ･家族を､一時的に､一定の期間､障害児(者)

の介護から解放することによって､日頃の心身の

疲れを回復し､ほっと一息つけるようにす る援

助｣(厚生省心身障害研究平成3年度報告書)｢レ

スパイ トサービスに関する基礎的研究｣より)

しかし､3年間の経過の中で､利用者のニード

に合わせてサービスの内容を変えてくるうちに､

当初考えていた ｢介護からの一時的休息｣という

レスパイ トサービスのコンセプトが､実は利用者

がサービスに期待するニードの一部を表現してい

るにすぎないことが分かってきた｡

サービスの具体的な形態としては､ 一 時預 か

り､移送､介護者の派遣ということになるが､利

用者が必要としているサービスの形態や､それが

必要とされる背景等ほ､利用者によって各々違う

し､同じ利用者でも固定していない｡ニードは大

変流動的である｡しかし､その時必要とされるサ

ービスは､利用者がその時点で､自分たちの生活

に最も必要としているサービスなのである｡それ

を利用者のニードに合わせて提供することがレス

パイ トサービスであると考える.それは､実際の

利用状況のデータを見ても､利用者との話し合い

の中で出てくるサービスへの要望にも現 れ てい

る｡

サービス開始から3年間が経過した今､私は､

利用者が求める ｢レスパイトサービス｣とは次の

ようなものではないかと考えている｡

｢レスパイ トサービスは､サービスの利用者 (障

害をもつ本人を含めた家族)が必要とする一時的

な介護サービスを､利用者中心に提供するサービ

スである｡｣

本稿では､以上のようなコンセプトに至 る経

過､根拠を説明し､その妥当性について検証した

い｡

第2章 利用状況から見えてきたもの

-FSC昂3年間のデータから一

最初に述べたように､FSC昂ではレスパイ ト

サービスのコンセプトを ｢介護からの一 時 的休

息｣と考え事業を開始した｡しかし､平成4年度

から6年度までの3年間を経過する中で､利用者

のもっているニードはこうしたコンセプトで括 り

きれないものであると考えるようになった｡その

経過を3年間の利用データを元に説明したい｡

なお､FSC昂では､この3年間に公的補助は

受けることができず､財源は全て受益者の負担金

となっているため､サービスの要綱は利用者の希

望をくみ取 りながら変えてきたこと｡会員登録制

をとり､基本的に会員を対象にサービスの提供を

行ってきたことを付け加えておく｡

1. 3年間の運営と利用の状況

(1) 平成4年度の特徴

① 平成4年度の特徴

レスパイ トサービス開設の年で､6月からサー

ビスを開始した｡当初定員50名と考えていたが､

62名の会員希望者が集まり､ニードの大きさを再

認識させられるスタートとなった｡

会員登録者は､年会費30,000円を納 め る こ と

で､年間7日間 (1泊 ･16時間又は､日帰り8時

間で1日)の利用が可能とした｡宿泊の場合午後

5時～翌朝9時まで､日帰りの場合午前9時から

午後 5時までという規定時間内であれば､その都

度の利用料は無料で､規定時間を超えた場合､延

表-7 平成4年度･運営内容

500円
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表-2 平成 4年度･レスパイトサービス利用実績

合計l761 5501 可 1,699E1471 2,249

長利用料として1時間600円の負担とした｡(表-

1･参照)

なお､1日の利用定員は､日帰り3人､宿泊2

人までとした｡

(参 利用状況

平成4年度の利用実績は下表の通りで､年間利

用件数は155件､内訳は日帰り74件､宿泊71件

で､日帰り､宿泊の割合が半 々で あった (表-

2･参照)｡平均利用時間は日帰り7.4時間､ 宿

泊23.9時間であった｡月別の利用状況で見ると､

夏休み､冬休みの学校の長期休業期間に利用が多

く､利用者の多くが普段の生活の日常的な介護に

対する援助というよりは､夏休みや冬休みなど､

子どもが家庭にいる時間が増加する特別な期間の

対策として利用していたことが推測される｡この

原田としてほ､年間の利用権が7日と少ないため

に､｢ちょっとの用事ではもったいなくて使えな

い｣という心理が利用者に働いていたため､家庭

内で最も介護負担が増加する ｢夏休み､冬休み ･

休日対策｣に利用の重点が置かれていたことが考

えられる｡また､この期間に宿泊利用が増加して

いるのは､家族旅行の間預けるという利用の仕方

が多かったためであった｡また､送迎の利用は少

なく､レスパイ トサービスの実施場所まで保護者

が送迎するという利用の仕方がほとん どで あ っ

た｡

271

会員の年間利用権7日間の消化状況では､1回

でも使った会員は全体の66%にのぼるが､1回も

使わなかった会員も23%あり､実際にサービスを

使 う必要がある層と､いざというときに預けると

いう安心感を必要としている層があることがわか

った｡

(2) 平成5年度の運営状況

(9 平成5年度の特徴

レスパイ トサービスも2年目に入り､会員数は

前年度比20%増の76名と大きな伸びを示した｡し

かし､スタッフは前年度通 り1人のため､年間に

受け入れられる延べ件数は変わらないことから､

会員 1人の年間利用権を7日から6日へと1日減

らすことで､会員全体の持ち日数を前年度と同じ

水準にし対応することにした｡その代わ り年会費

を1万円減額し､持ち日数を減らしたことと､会

費負担とのバランスをとることにした｡

また､この年度より利用 1時間当たり300円と

いう利用料制を導入することにした｡これは､前

年度の実績から､会員の中にはレスパイ トサービ

スを ｢いざというときの保険｣として考えている

層が相当数いることがわかったため､サービスの

維持経費に対する負担割合を実際に利用する層に

厚くした｡会費は ｢基本料金｣､ 実際に利用する

ことで負担の割合を増やしてもらおうと考えたか

らである｡また､夏休みに利用が集中し､職員の
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秦-3 平成5年度･運営内容

負担が大きすぎたため､お盆の間は休業とした｡

(義-3･参照)

② 利用状況

平成5年度の利用状況は下表の通 りで､年間利

用件数は194件と25%増加した｡しかし､利用の

内訳は日帰 り利用に大きく傾 く結果となった｡日

帰 り利用は143件と､前年度比88%増なのに対し､

宿泊利用は51件と､前年度比28%減となったので

ある｡(表4･参照)

この原因として考えられることは､一つは昨年

度最も宿泊利用が多かったお盆期間中を休みにし

たこと､もう一つは利用料制の導入で､長時間使

えばそれだけ利用料負担が増えるため､短時間の

日帰り利用が増えたということである｡

1件当たりの平均利用時間も､日帰り6.6時間､

宿泊21.5時間と､前年度よりも平均で1- 2時間

減少している｡月別の利用状況では､利用のピー

クはやはり夏休み､冬休み期間だが､昨年度より

は全体になだらかになってお り､特に宿泊利用に

ついては月毎に平均して利用が散 らばっている｡

利用者もレスパイ トサービスの使 い方 を ｢夏休

み､冬休み対策重視｣から､普段の生活の中の日

常的な介護に対する援助という使い方に変えてき

ていることが考えられる｡

また､大きな変化としては送迎利用の増加が挙

げられる｡学校等-の送迎は前年度の3倍､自宅

への送迎を前年度 0件から､一気に44件に増加し

ている｡送迎に対して便利なサービスという認識

が高まってきたといえる｡

会員権の消化状況では､全体の消化回数は増え

たものの､利用なしの層も増えて36%となった｡

秦-4 平成 5年度･レスバイトサ-ビス利用実績

合 計 11431 946F 51I 1,099い 94E 2,045I
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これも利用料の導入で､本当に使いたいときだけ

使 うという利用者の意識の変化と考えられる｡

(3) 平成 6年度の運営状況

① 平成6年度の特徴

平成 6年度の運営上の大きな特徴は､スタッフ

が2名に増えたことで､それに併せて,今まで以

上に利用方法に柔軟性を持たせることができるよ

うになったことにある｡具体的には､会員の範囲

を ｢-p-キッズ在 ･卒園生｣に限定していたの

を､地元である東松山市については,誰でも登録

できるようにしたこと｡また､会員の利用権を 1

日単位から1時間単位とし､年間120時間までは

1時間300円で利用できるようにした｡これによ

って､極端な場合､ 1日1時間ずつ 120日間にわ

たって利用するということも可能になったこと｡

120時間以上については, 1時間700円で利用可能

としたので､事実上時間制限を撤廃したこと｡前

年度行った ｢お盆休み｣をなくし､正月以外､1

年中利用可能にしたこと｡ニー ドの増えた自宅へ

の送迎サービスの利用料を従来 の半額 (1回500

円) としたこと､などである (表-5)0

しかし､スタッフを 1名増やすために､会費の

値上げをしなければならず､年会費42,000円を月

額 3,500円ずつの銀行自動引き落としで支払いを

してもらうことにした｡

会員数は､会費の値上げが影響してか､81名と

秦-5 平成6年度･運営内容

273

料金 年会費 42,000円

利用料 1時間 300円

自宅送迎料金 500円

学校適所先送迎料金 なし

食費 (戟) 300円

食費 (昼) 実費

食費 (♂) 500円

わずかに5名増加にとどまった｡｢-p-キ ッズ

在 ･卒園生｣以外の東松山市在住の人 に つ い て

は､3名が会員登録した｡市内在住者へのアナウ

ンスは､東松山市の手をつなぐ親の会を通じて行

った｡

表-6 平成6年度･レスパイトサービス利用実績

合 計 l697i 2,874L81F l･99217781 4,8661
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(参 利用状況

会員利用権が時間単位になったことで会員から

~｢ちょっとした用事のときも使いやすい｣と好評

であった｡実際に利用件数も前年度の4倍にあた

る778件となっている｡(義-6)

特に著しい変化は､日帰り利用と､送迎利用の

増加である｡日帰り利用は697件で､昨年度の4.8

倍にものぼっているO 送迎に至っては､979件O

昨年度の7倍という利用の高さである｡日帰り利

用の内容で見ると､ 1件当たりの平均利用時間は

4.1時間となっており､ 昨年度の約60%の時間と

なっている｡学校から自宅までの送迎のみの利用

ということも多い｡宿泊件数は､例年並の利用件

数となっている｡

年間の利用可能日数が6日や7日に限定されて

いては､利用者側が気軽に使うということができ

ず､ レスパイトサービスに対するニードが､利用

者側で限定されていたようだが､今年度は､使い

やすさに支えられて､利用者が持っている細かな

部分も含めた本来のニードが姿を現してきたとい

える｡

2. 3年間の変化

(1) 年間利用件数の推移

日帰り利用の年間利用件数は､平成6年度に高

い伸び率を示している｡(図-1･参照)これは､

前項でも触れたとおり,レスパイ トサービスの年

問利用件を日数単位から時間単位に変えたことが

大きく影響している｡日数単位では､1時間利用

しただけでも消化日数としてほ1日とカウントさ

れてしまうが､時間単位だと消化時間は1時間だ

けで済むという利用者側のメリットが生まれたか

らであろう｡これによって､利用者は､自分が必

要とするときに､必要とするだけのサービスを得

ることができるようになったといえる｡

宿泊利用については､特筆する大きな変化は､

この3年間では見つからない｡年間利用件数もほ

ぼ同じ水準で推移している｡

(2) 1件当たりの利用時間の推移

(》 日帰り利用

国-2のグラフでわかるとおり､平成4年度､

5年度は､ 1件の利用時間が8時間当たりをピー

クとしているのに対し､平均6年度では､1件当

たり1時間から4時間という､短時間の利用に集

中している｡これも上で述べたように､年間利用

権が時間単位になったことで､必要な時間だけレ

スパイ トサービスを使うという利用の仕方がはっ

きりしてきたことの現れであろう｡平成4年度､

5年度は､日帰り利用では9時から5時までの8

時間で1日消化という方式だったので､少ない利

用権をフルに利用しようとして､1件当たりの利

用時間が8時間のところにピークがきたものと考

えられる｡(図-2)

平成 4年度 平成5年度 平成6年度

図- 1 日帰り･宿泊利用件数の推移
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図-2 日帰り利用の利用時間別実績

② 1件当たりの連続宿泊数

1回の利用で連続何泊宿泊するのかということ

については､1番多いのが1泊､次いで大きく差

ができて2泊以上という結果となっている｡これ

については3年間の大きな差は見られない｡

(3) 日帰り利用の曜日別利用状況

(∋ 平成4年度

日帰り利用は月曜日に多く､次いで日曜日､後

はほぼ平均している状況であった｡曜日に偏りが

ある原因は不明｡

(参 平成 5年度

日曜日に利用が多かった｡これは､この年度は

全体に宿泊利用が減 り､日帰り利用が増 えた年

で､利用料の導入により､4年度までほ宿泊で利

用していた人が､日帰りで抑えるケースが出てき

たためと推測される｡全体の日帰り利用件数も上

昇している｡

(勤 平均6年度

全体として利用件数が大幅に増加して い るた

め､実利用件数としては前2年よりも日曜日の利

用は増加しているが､他の曜日との比較で見ると

最も利用が少なくなっている｡これは､この年度

から利用権が時間単位の計算になったため､今ま

で使いたくても我慢していた ｢日中のちょっとし

た用事｣のときにレスパイ トサービスを利用する

一･一一日-一平成4年度

平成 5年度

平成 6年度

ケースが増えたためと考えられるO(図-3)

(4) 送迎利用

(∋ 送迎サービスの意義

保護者が午前中から夕方まで用事を足したい場

合､学校等の迎えが途中に挟まることで､用事の

中断を余儀なくされることになる｡たとえレスパ

イ トサービスがあったとしても､そこに送迎サー

ビスがなければ､結局は保護者はその用事を断念

せざるを得なくなり､｢使えない｣サービス とな

ってしまう｡

また､レスパイ トサービスの場所まで往復の尿巨

離が長い利用者や､保護者の病気などで一時的に

送迎が不可能な利用者の場合､利用がしにくくな

る場合が考えられる｡そうしたことを是正するた

めにも､送迎サービスをri必要になる.

② 年間利用件数の推移

レスパイ トサービス利用時間中の学校等への送

迎､自宅への送迎ともに､平成 6年度に急増して

いる｡原田の一つには､やはり利用権が時間単位

になって日帰り利用が増えたことが考えられる｡

｢午後の養護学校の迎えから夕方5時まで｣とい

うような利用が増えたことと､保護者 の事情 で

｢学校から自宅までの送迎だけを顧みたい｣とい

う利用が増えたことが､送迎利用の増加の要因で

ある｡(図- 4)
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月 火 水 木 金 土 日

図-3 日帰り利用の曜日別利用実績

---･-日日 平成4年度

平成 5年度

平成6年度

平成4年度 平成5年度 平成 6年度

図-4 送迎利用の実績

(5) 金具の年齢層

通園施設 ｢-p-キッズの在 ･卒園生｣は約240

名で､そのうちレスパイトサービス会員登録者は

平成 4年度62人､平成5年度75人､平成 6年度81

人であった｡母集団に対する会員登録率はおよそ

30%となるOまた､年齢別に見ると､在 ･卒園生

の内でも比較的低年齢層の方が会員登録率が高い

債向にある｡この原因としてほ､低年齢の子ども

■自宅園学校等

ほ兄弟もまだ小さく､手が掛かるため､レスパイ

トサービスの必要度が高いO保護者の意識 とし

て､若い年齢層の方が ｢有料サービス｣｢子ども

を預ける｣｢自分の時間を楽しむ｣ということに

対して抵抗感が少ない｡などが考えられるが､さ

らにレスバイ トのスタッフと直接顔馴染みである

ことなども影響していると考えられる｡
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(6) 派遣型サービスに対するニー ド

平成6年度からスタッフが2名になったのを契

機に､派遣型サービスを内容に加えた.全体から

みるとこのサービスの利用者は少ないが､以下の

ような利用があった｡

① 結婚式の会場での介護

母親の弟の結婚式に家族中でよばれ て い るた

め､会場内での介護を依頼された｡派遣型をして

いないと､こうした場合､障害をもつ本人をレス

バイ トに預けて出席するということでしかサービ

スを利用できない｡そうなると､｢家族みんなで

出席する｣という一般的にはごく自然な家族の状

態を実現できなくなってしまう｡｢介護か ら解放

することによって､日頃の心身の疲れを回復し､

はっと一息つけるようにする｣というコンセプト

では充足できないニードの一つであると考えられ

る｡

(診 葬儀会場での介護

同居中の祖父の葬儀に参列しながらの介護を依

頼された｡これに対しても①と同様のことが考え

られるo

③ 家族のスキー旅行に介護者として同行

この場合､介護者にかかる旅費などの特別な費

用は利用者負担となる｡この例でも ｢介護から解

放することによって､日頃の心身の疲 れ を 回復

し､ほ,つと一息つけるようにする｣というコンセ

プ トで考えると､レスパイトサービスの利用は､

障害をもつ本人を家族から離すことでしか成立し

ない｡結果として家族のニードは充足されない｡

④ その他

･体調が悪いので自宅で見て欲しい｡

･病院への通院を送迎付きで付き添って欲しい｡

･病院での理学療法訓練に行って来て欲しい｡

･出産前で子どもの体重が重いため､通学バスの

迎えから家に送ってきて､こたつに入れて欲し

い｡

･グループ旅行への付き添い｡

･本人の遊びに付き添って欲しい0

3. 3年間の変化に対する考察

利用のデータの変化をみると､サービス開始当

初は宿泊の比率が高く､また､日帰りでも休日を

中心に8時間程度のまとまった時間利用するとい

う利用の仕方が多かった｡｢介護から解放す るこ
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とによって､日頃の心身の疲れを回復し､ほっと

一息つけるようにする｣というコンセプトは､ニ

ー ドにマッチしているようにみえた.

ところが､2年目､3年目と経過するうち､利

用の状況は変化し､｢介護から解放す る｣という

ニー ドは残しつつも､それでは括れないニードが

急速に増加してきたoそれは､現象的 に見 る と

｢1-3時間という短時間の利用｣であったり､

冠婚葬祭や旅行-の介護者の派遣であったり､移

送であったりした｡利用実態は､すでに従来の定

義を超えたところにあるように感じられた｡そし

て､このサービスに対する新しいコンセプトの必

要性を感じるようになったのである｡

第3章 利用者の座談会からみえてき

たもの

FSC昂では､利用者のニード調査を利用者 の

座談会という形で行った｡以下に一部 を収録 す

る｡なお､座談会は､平成 6年12月6日に､利用

者の保護者8人の参加を得て行った｡

① FSC昂の座談会より

司会者 ｢きっそくなんですが､皆さんがこうい

ったサービスにどんなことを期待しているか､い

ままでどんな使い方をしていたかということでも

いいんですが､お話しいただけますか｡｣

母親A (本人 :18歳 ･知的障害) ｢会員になって

利用させていただいて､自分の時間がもてるよう

になったというか｡いままで誘いがあっても断っ

てきたことがあって｡家族の都合を聞かなくても

返事ができるようになったというか｡高等部3年

になると､進路のこととかがあって｡普通作業所

に行っているときはいいんですけど､土曜日の過

ごし方が困ったということをよく聞くんですね｡

そういうときにレスバイ トにお願いして､親では

できないようなこと､20歳なりに同じ年代の方た

ちと行けるような､そんな体制があったらいいな

っていうのを感じるんですね｡家の中では､常に

親から監視されているような状態ですから､それ

が子どもにとってどうなのかなと思います｡｣

母親B (本人 :20歳 ･知的障害) ｢幸い主人が協

力してくれるもんですから､レスパイ トを使わな

い理由は､まず一つそこにあるということです｡

学校時代と違いまして､作業所ですと夕方までの
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作業ということで,その間に用事が終わらせちゃ

うということですね｡夜のことは少し遠慮してい

ますけども､幸い､まだレスバイ トを利用しなく

てもいいということですね｡です け ど も､やは

り､なぜ入っているかというと､親の安心､入っ

ていることで安心という部分でつなが りをもって

いきたいな-ということですね｡｣

母親C (本人 :8歳 ･知的障害と肢体不 自由)

｢うちは､レスバイ トが始まった当時から入って

いて3年 目になるんですけど､ うちは毎年夏に両

親を連れて旅行に行 くんですね｡両親は休みたく

て旅行に行くのに､休めないんですよね｡そうす

ると,楽しみにしていくのに道に疲れてしまうよ

うになってしまって､そういうときにレスバイ ト

を使っています｡ レスバイ トの話を主人としてい

て､主人はいらないんじゃないかって言 うんです

ね｡おばあちゃんにみてもらえばいいじゃないか

って言 うんですけど､やっぱ り食事の介助とかで

きないんですよね｡まだ今3年生で大きくありま

せんから､でも年齢的に大きくなって､重度です

し､バスから降ろしてもらったりとか､そ ういう

ことは､おじいちゃんおばあちゃんにはなかなか

お願いするのがだんだん難しくなってくると思う

んですよね｡だから､そういうなかで､ レスバイ

トって言 うのがあって､ほんとにお迎えのことを

気にしなくっていいって言 う気持ちだけでも､す

ごく楽になるんですよね｡｣

母親D (本人 :10歳 ･知的障害と肢体不 自由)

｢私もレスパイ トサービスが始まってからずっと

使っていますけど､ うちの場合はやはり上の子が

もう中3なんですけど､ほとんどの学校の行事っ

て言 うのは夕方になるんですね｡そうなると､子

どものお迎えが3時なんで､そういうときぶつか

る｡兄弟のために預ってもらっているっていうか

んじなんですけど｡あと､自分たちが遊びに行く

ときにあの子を置いてっていうのが､なんかこう

気持ちの中ですっきりしないって言 うか､整理で

きないんですけど､今まで1年に一度だけじゃあ

お兄ちゃんを冬休みの時にどっか-連れてってあ

げましょうということで,そのときは何かごめん

ねってい う感じで､なんかすごくそういう気持ち

ってあるんですね.遊びに行くときほ今でも私の

気持ちの中にこだわ りがあるのほ否めないことな

んですね｡｣

母親E (本人 :16歳 ･知的障害と肢体不 自由)

｢わたしは､Cさんと違って､ほんとに子どもを

お願いして自分の時間を取 り戻すって言 うか､旅

行に行った り､そういう面でほんとに自分の世界

が広がったっていうかんじなんですね｡ うちの子

はもう46kgく.'らいあるんですよ｡そ うす る と､

いつも全力投球でみてますんで､ああ､やっぱ り

1カ月のうち1回や2回お願いして自分が旅行行

ってもいいか､とか､そんな気持ちです｡冠婚葬

祭など､小さいうちは同級生のおかあさんにお願

いしていたんですけど､これからは安心しておま

かせできるって言 うか｡｣

母親F (本人 :22歳 ･知的障害) ｢うちは､2年

前から利用させていただいて､冠婚葬祭とかお祝

い事とか､いろいろ利用させていただいているん

です｡ 2年間利用させていただいて､やっぱ り､

レスバイ トって言 うか､もう､成人に達した人の

仕事以外の生き方みたいな､仕事と遊びのバラン

スですね｡そ ういうのはどうしていけばいいのか

な｡サークルみたいなのを作るとか､青年学級み

たいなのとか､そっちの方が--｡ レスパイ トサ

ービスはやっぱ り限られた内容ですよね｡やっぱ

りカラオケするなら夜だろうと｡お酒も少しはい

って｡カラオケは昼間より夜10時過ぎだと｡そう

いう楽しみ的なことを積極的にやっていこうとす

ると､ちょっと無理がでてくるのかな-つて.普

た違った形を考えた方がいいのかなって思 い ま

す｡｣

母親G (本人 :12歳 ･知的障害) ｢わたしは､最

初の頃からレスバイ トをめいっぱい利用させても

らっているんですけど､他の方と違 うのは､どう

も私は自分の楽しみだけに使わせてもらっている

んですね｡他の兄弟は､やっぱ り学校の行事があ

るんですけど､そういうときはもったいなくて使

えないんですねO去年､弟が交通事故にあって入

院したときは､3カ月間､ほとんど毎日利用させ

てもらっていたんですけど､最初のうちは何が起

きたんだか本人も分からなくて､ レスバイ トに行

くのをいやがっていたんですけど､最後の方は､

自分から朝になるとレス/くイ トに行く荷物をカバ

ンに詰めて学校に行 くようになって,楽しみに行

くようになりました｡｣
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母親H (本人 :8歳 ･知的障害) ｢うちは自営な

ので､わ りと月末は忙しいんですよね｡去年の暮

れに初めて使わせてもらって､心配だったんです

けど､初めてでも仲良く遊ばせていただいて､帰

ってきたときすごくエコニコして､外遊びをたく

さんしたので､疲れてその日はすごくよく寝たん

ですよね｡それでもう安心して｡最初の年は2日

しか使わなかったんですけれども､この分なら大

丈夫かな-と思いまして､2年日に入ってからは

病みつきになって､はじめは自分の遊びのために

使うのがちょっと気が引けるところもあったんで

すけれども､今は､昼間預けてカラオケに行った

りとか､自分の用事とかに使わせていただいてい

ます｡｣

② 座談会からみえてきたもの

ここに紹介したものは一部であるが､特に利用

者がサービスについて語っている部分 を抜 粋 し

た｡これから共通していえることを2つ挙 げ た

い｡

一つ日は､全員がこのサービスについて語ると

き､一人称を使っていることである｡｢わたしは｣

｢うちは｣という､個人的な見地からサービスに

ついて述べている｡これは､当然のことかもしれ

ないが､このサービスに対して､自分の家庭生活

への援助ということを基本にして考えていること

が伺える｡

二つ目は､このサービスをどういうときに使う

か､何を期待しているのかということが単純に一

つのことというのではなく､複合した要素を期待

しているということである｡こうしたサービスに

対する考え方を形成している要素は､保護者自身

の価値観､家族のもっている価値観､ 本人 の状

態､保護者の年齢など様々である｡

そして､こうした個人的で多様なニードに幅広

く対応するサービスを求めているのである｡

第4章 新 しいコンセプ トとその妥当性

1.新しいコンセプ トについての考察

｢レスパイ トサービスは､サービスの利用者 (障

害をもつ本人を含めた家族)が必要とする一時的

な介護サービスを､利用者中心に提供するサービ

スである.｣というコソセプTlについて考 察 した

い｡
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(1) ｢サービスの利用者 (障害をもつ本人を含め

た家族)が必要とする一時的な介護サービス｣

ということについて

利用者が求めているサービスは ｢介護からの解

放｣という単純なものではないことを述 べ て き

た｡家族の生活は､そこで生活している一人一人

の価値観や状態がより合わさってつくり上げられ

ている｡その意味で､障害をもつ本人を含めた家

族の生活をどうつくっていくのかは､具体的なそ

れぞれの家族固有のテーマである｡したがって､

そこを基盤として発せられるサービスへのニー ド

も､見かけは同じように見えるものがあったとし

ても､実は､全てその家族固有のものな の であ

る｡

｢サービスの利用者 (障害をもつ本人を含めた

家族)が必要とする一時的な介護サービス｣の内

容は､家族によっても違 うし､同じ家族でも障害

をもつ本人や家族の年齢といった長期的なライフ

ステージによっても違 うし､その日の用事やイベ

ント､体調や精神的な状態といった､その日その

時の短期的な状況によっても違 うし､サービスを

受けるタイミングや場面も違 うという多様性､個

別性の中でとらえなければならない｡

(2) サービスを ｢利用者中心に提供する｣という

ことについて

(1)で述べたように､このサービスに向けられる

ニードは､ ｢利用者のその日､ その時に必要なサ

ービス｣として表現される｡それは､言い換えれ

ば､ ｢利用者が､ 自分たちの望む生活を実現する

ためには､ここで､こうしてもらいたい｣といっ

ているということである.このときにニー ドの中

心にあるのは､｢利用者自身が望む生活｣である｡

そのニー ドを満たすサービスが受けられたとき､

利用者は ｢自分自身が望む生活を援助するサービ

スが受けられた｣と感じることができる｡もし､

サービスがそのニー ドに柔軟に対応で きなけれ

ば､利用者は本来受けたかったサービスをあきら

め､別の形のサービスにニードを置き換えなけれ

ばサービスが受けられない｡

例えば､｢障害をもつ本人を預かる｣とい うこ

とでしかサービスが受けられなければ､｢預けた

くないけれど援助は必要｣と思っている人にとっ

ては､｢不本意ながら預ける｣か､｢サービスを利
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用しない｣という選択しかないoLかし､どちら

もその人がもっているニードを満たしていないの

である｡

これは､｢自分の生活｣を ｢他人が決めた枠｣

に合わせなければならないということで､サービ

スの利用者が､自分の生活を自分で決められない

ということでもある｡

現実にサービスを提供する中には､サービス供

給団体の力量によって､結果としてニー ドを置き

換えてもらわなければ応じられない場面というの

はあり得ることであるが､あらかじめサービスに

制限を設けて､ニードをその枠のなかで扱おうと

するのとは､本質的な違いがある｡サ ー ビスを

｢利用者中心に提供する｣というのは､利用者自

身が望む生活を送ることができるよう援助すると

いう､このサービスを行う上で最も重要なコンセ

プトなのである｡

第5章 短期入所とレスパイ トサービス

1.短期入所事業とは

レス′くイ トサービスを話題にするとき､必ず引

き合いに出されるのが､入所施設が行う短期入所

事業である｡

短期入所事業は､1976年国の事業として ｢在宅

心身障害児 (者)緊急保護事業 (緊急一時保護)｣

として始められた｡これは､家族が病気になった

り､葬式があったりして障害をもつ人を介護でき

ないなどの ｢やむを得ない理由｣の場合､｢重度｣

の障害児者に限り入所施設で一時的に保護すると

いうものであった｡

1980年代にはいると､この制限が緩 や か に な

り､介護する家族の旅行や疲労回復などの理由で

も利用できるようになった｡平成3年 度 か らは

名称も ｢心身障害児 (者)短期入所事業｣に変わ

り､平成6年度からほ､利用者の障害の程度も間

わなくなった｡このことから､レスパイ トサービ

スがなくても短期入所で充分対応できるという意

見もだされている｡この点について考察してみた

い｡

2.短期入所の利用状況

埼玉県の平成4年度の実績によると､この年に

短期入所を利用した人は延べ349人､利用日数は

延べ4,575日であった (表- 7)｡しかし､一件-

件の利用日数を調べてみると､短期入所といって

も一概にはいえないことが分かるO

まず､利用で一番多いのは､要綱に定められて

いる一週間以下の利用者であるoLかし､それ以

上期間を延長した利用者も40%近くに上る｡一番

長い利用者では150日にもなった｡また､全体の

利用日数を利用期間ごとに分けてみると､利用日

数のほとんどが7日以上の利用者で占められてい

る (図-5･表-8)｡これは何を表してい るの

であろうか｡

3. 役割の中心は緊急一時保護

1週間以上の利用者で､その利用理由として考

えられるのは､息抜きやレジャーではなく､介護

家族に何らかの緊急事態が発生した場合である｡

しかも､ 1ケ月以上となると介護家族の事態はな

り深刻である｡さらに､半年近 くともなると､短

期入所が終わって､果たして家に帰ることができ

るのだろうかということまで考えなければならな

い状況である｡このデータから推測で き る こ と

は､短期入所の利用のほとんどが､介護家族の中

長期の療養が必要な病気などの理由であるらしい

という事である｡ここから垣間見えるのは､家族

が倒れるギリギリまでがんばって､それでもどう

にもできなくなって初めて短期入所を利用すると

いう悲惨な状況である｡短期入所の利用者の中に

は､家庭での介護ができなくなって､そのまま施

設に正式に入所する者も珍しくない｡ 短期 入所

が､入所施設の待機に使われているのである｡短

期入所事業の中心的な役割は､依然としてやむを

表-7 埼玉県短期入所の利用状況

平成 3年度 】平成 4年度

種 別 桓べ件数桓べ日数桓べ件数l延べ日数

所

心

生

産
明

入

更

授

童

所

所

児
重

入

入
不

合 計 l 2841 4,2401 3491
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図-5 埼玉県短期入所の利用日数による利用状況グラフ

表-8 埼玉県短期入所の利用日数による利用状況

281

合 計 l 230人L2,777可 119人 L l･79可 349人r 4,569日

得ない事態に対応する ｢緊急一時保護｣のままな

のである｡

4.短期入所の抱える問題

では､なぜ家族の介護疲れや リフレッシュのた

めの利用が進まないのだろうか｡

利用者本人にとって短期入所利用中の施設での

生活は､普段の生活と全 く別のものになってしま

う｡数十人という集団生活を余儀なくされる上､

いつも通っている学校や適所施設-通 うこともで

きなくなってしまうのである｡これは本人にとっ

て苦痛でしかない｡実際､短期入所の利用者が情

緒不安定になったり､食事を食べなくなった り､

眠れなかったりといったことはよく起きることで

ある｡短期入所の利用は､本人にとっては我慢の

毎日でしかない｡

しかし､施設の側もこれ以上の対応 は で き な

い｡短期入所専門の職員配置もなければ､場所も

ない｡短期入所は､事業そのものが入所 施 設 の

｢余力｣に蘇らざるを得ない仕組みになっている

のである｡

これでは､家族は自分のリフレッシュのために

短期入所を使えない｡施設で我慢させられている

わが子のことを考えたら､かえってストレスを感

じてしまう｡また､申請の手続きに手間がかか り

すぎるといったことも気軽に使えなくしている原

因として指摘されている｡

5. 生活援助の専門の施策の必要性

サービス内容に加えて､サービス提供量の問題

もある.FSCEr)の利用は､平成 6年度､会員81人

に対して延べ778件であった｡ 1人あたり9.6日利

用した計算になる｡この利用率を埼玉全県の重度

の知的障害の人口に当てはめて試算すると､延べ
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約86,400件余 りとなる｡これは､平成4年度の埼

玉全県の短期入所利用件数の実に19倍に当たる｡

これはあくまでも試算であるが､潜在的なニード

をみても､現行の短期入所事業では対応できない

ことが分かる｡入所施設の ｢おまけ｣的扱いの今

の短期入所事業では､質､量ともにニードに応え

ることはできない｡地域で生活する障害をもつ人

とその家族の生活を援助するためには､それ専門

の施策が､地域に必要なのであるO

第6章 地域福祉の時代とサービスの

在り方

｢地域福祉｣とは､ただ街の中で暮らせば よい

という単純なことではなく､当事者自身が望む人

生を生きられることを可能にするような福祉サー

ビスを､地域を基盤にしてつくるということであ

ろう｡そのためには､福祉サービスに対する考え

方を､今のようなサービス供給側中心 の発 想 か

ら､サービスを利用する当事者を中心とした発想

へと転換していかなければならない｡それができ

なければ､いつまでたってもサービスの利 用 者

は､他人が決めた枠の中に自分の人生をあわせな

ければサービスが受けられない､自分の人生を自

分で決められないということが続くだろう｡

私たちのレスパイ トサービスは､サービスその

ものはささやかであるが､そのコンセプトにおい

て ｢地域福祉｣の時代のサービスの在 り方を示唆

していると考えている｡

(さとう すすむ 助教授)

(1995.10.16 受理)
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